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͍ئ͓

όέπͳͲの࣭ߗϓラεチοΫʢߗいϓラεチοΫʣはɺ೩͑るご

みとして出すΑうおئいします。దͳผʹごͩ͘͞ྗڠい。

●資源回収ステーションや地区資源回収でビンを出す際は、できる限りプラスチック製の

キャップなどは外して出してください。

˙೩͑るごみɺ金ଐྨごみɺಃ
Ψラεごみの出し方・ث࣓

◎燃えるごみ、金属類ごみ、陶

磁器・ガラスごみは、収集日の

朝（8：00）までに町指定のご

み袋に入れて、ごみ集積場所

に出してください。

◎前日の夜など収集日以外に

出すと、ごみ集積場所付近の

住民に迷惑となります。ルー

ルを守り、集積場所をきれい

に保ちましょう。

◎町指定のごみ袋が貼り付け

てあるだけでは収集しませ

ん。必ず袋の中に入れてくださ

い。袋に入らないものは、粗大

ごみとして出してください。

˙Ϗン・ϖοトϘトルの出し方

◎設置してあるかご、袋に分

別して出してください。

◎ビンは中を洗い、ふたはで

きるだけ外してください。

◎ペットボトルは中を洗い、

軽くつぶして出してください

（外側のラベルは、はがしてく

ださい）。ふた・ラベルは、本体

とは別に回収します。

˗೩͑Δ͝ΈʢՄ೩ʣɺۚ ଐྨ͝Έɺಃ࣓ثɾΨϥε͝ΈɺϏϯɾϖοτϘτϧのऩूʢ�݄ʣ

͍ͩ͘͞ྗڠ͝ʹճऩݯࢿ˗

ઃ໊ࢪ ར༻時間 ҰํͷࢪઃͰͷΈճऩ͍ͯ͠Δ ௨ͷճऩڞ

෦ݯࢿճऩスςーγϣϯ
（愛知த෦ਫಓஂۀاೆ東）
த෦ݯࢿճऩスςーγϣϯ

（த෦อҭԂறं）

9：00～16：30
ʤۀٳ日：݄ 曜日ʥ

খܕՈి	ύιίϯؚΉ
 、ϓϥス
νοΫ༰ثแ、ペοτϘτϧ、
ペοτϘτϧΩϟοϓ、ࢴ༰ثแ
、͕ࡶΈ

৽ฉ、ࢽࡶ、ஈϘーϧ、ࢴ
ύοΫ、ݹண、Ϗϯ、アϧ
ϛ؈、スνーϧޫܬ、؈
、、Ϙλϯిిס、
ॆిࣜి、ഇ৯༻༉、
ന৭τレΠ、スϓレー؈、
ϥΠλー、ׂΓࣺ͍ͯ
͠、ΠϯΫΧーτϦοジ、ਫ
ۜೖΓମԹܭ、όοςϦー

ඌࡾӴੜ߹
東郷ඒԽηϯλー

（ճऩスτοΫϠードݯࢿ）
☎0561（38）���6

݄～ۚ曜日　8：30～1�：00
　  　　　　13：00～16：30
土曜日　　　8：30～11：30

ʤۀٳ日：日曜日ʥ

ۚଐௐཧث۩、খܕՈ （ిಛఆର
ʹݶΔ）、$%ٴͼ%7%（ಉέー
スؚΉ）、ਕ

地۠
Մ೩

（ຖि）
ۚଐྨ

ಃ࣓ث
Ψϥス

ϏϯɾペοτϘτϧ（地۠ݯࢿճऩ）

ճऩॴݯࢿ ճऩ日

༞ࣉ
݄ɾ木

10ɾ�4 日
（ୈ �ɾ4
ਫ曜日）

�4 日
（ୈ 4 ਫ

曜日）

༞ެࣉຽؗɾ東郷春木ΫϦχοΫԣ

7 ݄ 14 日（日）
（ୈ � 日曜日）

˞ճऩ時間、
֤地۠ͷճཡͳ
Ͳࢀরɻճऩ日
มΘΔՄੑ
͋Γɻ

෦ా ෦ాίϛηϯɾϏレοジϋス東郷

ന土

Րɾۚ

ന土;Ε͍͋ηϯλー

෦ాࢁ ෦ాࢁίϛηϯ

ਗ਼ਫ ਗ਼ਫίϛηϯ

ࣔຊ

ࣔຊެຽؗࣔຊͷҰ෦
	 春木ΑΓ東ଆ 


3ɾ17 日
（ୈ1ɾ3
ਫ曜日）

17 日
（ୈ 3 ਫ

曜日）

߹
߹ެຽؗɾ知ʑזάϥϯドɾ
ն間۠றंڇ

ॾྠॅ ॾྠॅूձॴ

߹έٰ

݄ɾ木

߹έٰίϛηϯ

春木 10ɾ�4 日 �4 日 春木ίϛηϯ

7 ݄ �1 日（日）
（ୈ 3 日曜日）

˞ճऩ時間、
֤地۠ͷճཡͳ
Ͳࢀরɻճऩ日
มΘΔՄੑ
͋Γɻ

നௗ

3ɾ17 日
（ୈ1ɾ3
ਫ曜日）

17 日
（ୈ 3 ਫ

曜日）

നௗίϛηϯɾެྮߴԂɾ
ೌέ根ެԂ

ַޚ ባެԂɾ大ެԂޚ

ԡஂ地（） ԡஂ地 �04 ౩ԣ͝Έूੵॴ

ԡஂ地（ೆ） ԡஂ地 407 ౩前

ॾྠ

Րɾۚ

ॾྠެຽؗ

ࢁ ࢁίϛηϯɾதԝެԂ

ന土 10ɾ�4 日 �4 日
ന土ίϛηϯɾήーτϘーϧறंɾϥドーχ
東郷（ϏϯͷΈ）ɾレΠϯϘー東ന土 	 ϏϯͷΈ 
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ඌࡾӴੜ߹へのごみのͪ࣋込み

　家庭から出た燃えるごみ、金属類ごみ、陶磁器・ガ

ラスごみ、粗大ごみは、尾三衛生組合東郷美化セン

ターに直接持ち込み、処分できます。

ൖೖؒ࣌（祝日も通常どおり搬入できます）

・月～金曜日　8：30～12：

00、13：00～16：30

・土曜日　8：30～11：30

料金　20kgまで400円（超過

分は10kgごとに200円加算）

　運転免許証など町内在住を証明できるものͪ࣋

い߹Θせ　尾三衛生組合☎0561（38）2226

ϑϦーμイϠルὸ ����ʢ�7�ʣ���
（受け付けは月～金曜日の 9：00 ～ 17：00）

◆土・日曜日、祝日は受け付けできません。

◆申し込みされた翌週の木曜日に収集します。

◆ 1 回の収集は 1 世帯 5 個までです。（1 個 510 円）

◆収集券は、お近くのスーパー、コンビニなどでお買

い求めください。

◆事業所から排出される物は対象外です。

◆収集日前 3 日以内の申し込み内容の変更は、環境

課へご連絡ください。

粗େごみऩूの༧は受付専用ిで
（डηϯλー）

ੜきのΥοチンάڥ

　境川にすんでいる目で見える大きさの生物（指

標生物）をつかまえて、その生物から境川の水の

状態を調べる「生きものウォッチング（水生生物調

査）」を行います。

とき　8月3日（土）午前9時30分～11時30分

※雨天の場合は8月17日（土）に順延。

ところ　境川（交通児童遊園付近）

対象　町内在住の小学3～6年生の児童を含む家族ま

たはグループ（ただし、成人を1人以上含むこと）

定һ　30人（先着順。保護者含む）

申し込み　7月1日（月）から電

話、FAX、メール、環境課窓口で

受け付け。

・FAX　0561（38）7933

・メール　tgo-kankyo@town.aichi-togo.lg.jp

※当日は、川に入れる服装でお越しください。

※詳しくは、町ホームページをご覧ください。

ճऩのϏンの出し方ݯࢿ

　地区資源回収や資源回収ステーションにビンを出

すときは、ϓϥενοΫのΩϟοϓΛ֎しͯͩ͘
͞いɻ
　ビンのリサイクル処理時に発生する廃プラスチック

は持っていく先がなく、埋め立て処分をされていて、

リサイクル処理の大きな負担となっています。

　そのため、ビンを出す際にはできる限りプラスチック

製のキャップなどを外して出すようにしてください。

　キャップによっては外す際のミシン目がついている

ものや、キャップを外すための便利なアイテムもあり

ますのでご利用ください。

　また、外すことが難しいものはそのまま出してくだ

さい。

　資源回収の適切な処理にご協力をお願いします。

いましょうࣂೣはルールをकͬてݘ

　犬の散歩中のマナー（ふんの放置、引き綱を付けな

いなど）や、猫のふん・尿に対する苦情が多く寄せら

れています。ルールを守って正しく飼いましょう。

ているօ͞んへͬࣂをݘ

・散歩のときは、必ず引き綱を付けましょう。

・尿は水で流し、ふんは片付けましょう。（飼い犬の

ふんの放置は「東郷町ポイ捨て等禁止条例」で禁止さ

れています。是正命令に従わない場合は5万円以下の

過料が科せられます）

・放し飼いはやめましょう。（犬の放し飼いは県の条

例で禁止されています。是正命令に従わない場合は

30万円以下の罰金が科せられます）

・無駄吠
ぼ

えしないよう、適度に運動させましょう。

・犬が逃げ出し自宅に戻らないときは、環境課、県動

物保護管理センター☎0565（58）2323、愛知警

察署☎0561（39）0110に必ず保護の問い合わせ

をしましょう。

ೣをͬࣂているօ͞んへ

・悪臭などで近所迷惑にならないよう、ふん・尿のし

つけなどの世話をしっかりしましょう。

・野良猫にむやみに餌を与えるなど、無責任な行為は

やめましょう。

「Ҭਗ਼用ごみା」を
無料でしています。

　町では、地域の清掃活動を支援するため「地域清掃

用ごみ袋」を無料で配布しています。

対象　町内の公共の場（道路、河川、公園、広場な

ど）で、草木、紙くず、空き缶などの

可燃・不燃ごみを自主的に回収する個

人・団体・事業者

ೖख方๏　環境課へお越しください。

窓口で申請いただければ、その場でお

渡しします。
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